
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成27年 4月9日 第27‐2 号

     
⑥ページ     「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。     

 ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）        ⑤ページ 

                   ⑧栗の改植にかかる造成費用の一部を助成します                      
  
 笠間市では、推奨品種を指定し、栗の産地化に取り組んでいます。推奨品種の更なる生産拡大、

品種別出荷の推進を図るため、栗の改植にかかる費用の一部を助成します。 

対象 市内に在住の生産者または所在する生産者組織（3 戸以上の生産者で組織する任意組織を 

含む） 

要件 10a 以上の農地において、栗または他品目（果樹および桑等）からの抜根・造成などを行

い、指定品種の栗に改植を行うこと 

指定品種 丹沢
たんざわ

、筑波
つ く ば

、銀寄
ぎんより

、利
り

平
へい

、石
いし

鎚
づち

、岸根
が ん ね

、ぽろたん 

補助率 10a あたり 50,000 円以内（ただし、予算の範囲内とする） 

申込方法 補助金等交付申請書（農政課窓口備付けまたは笠間市ホームページよりダウンロー 

     ド）、改植予定の圃場
ほじょう

写真（2、3 枚）、見積書（自力施工の場合は不要）、印鑑（ゴム

印不可）を持参のうえ、農政課窓口でお申し込みください。 

     ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/（「栗の改植」で検索） 

申込期限 12 月 28 日（月） ※必ず、実施前に申請をしてください。 

申・問 農政課（内線 527） 

 

       ⑩＜再掲＞65 歳以上の方の介護保険料改定のお知らせ          
介護保険料は、介護保険事業計画に基づき定められます。要介護（要支援）認定者の増加に伴う

介護保険給付費の増加により、介護給付費準備基金の取崩し等を行っても介護保険料を引き上げざ

るを得ない状況となっています。制度上の費用負担に従い、平成 27 年度以降の介護保険料を次の

とおり改定しますので、お知らせします。 

＜参考フロー図＞あなたの保険料は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※保険料は、基準額（62,400 円）に保険料調整率を乗じた額です。 

段階 対象 
保険料 

調整率 

保険料 

(年間額)

第 1 段階 

①生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、 

 世帯全員が市民税非課税の方 

②世帯全員が市民税非課税で、前年の[合計所得金額＋ 

 課税年金収入額]が 80 万円以下で、①に該当しない方 

×0.45 28,080円

第 2 段階 80 万円超 120 万円以下 ×0.75 46,800円

第 3 段階 

世帯全員が市民税非課税で、

前年の[合計所得金額＋課税

年金収入額]が次の方 120 万円超 ×0.75 46,800円

第 4 段階 80万円以下 ×0.90 56,160円

第 5 段階

(基準額) 

世帯の誰かに市民税が課税さ

れているが、本人は市民税非課

税の方で、前年の[合計所得金

額＋課税年金収入額]が次の方 
80万円超 ×1.00 62,400円

第 6 段階 120 万円未満 ×1.20 74,880円

第 7 段階 120 万円以上 190 万円未満 ×1.30 81,120円

第 8 段階 190 万円以上 290 万円未満 ×1.50 93,600円

第 9 段階 290 万円以上 500 万円未満 ×1.70 106,080円

第10段階 

本人が市民税課税で、 

前年の合計所得金額が次の方 

500 万円以上 ×1.80 112,320円

問 高齢福祉課（内線 171） 

 

い
い
え

い
い
え は

い 

は
い

いいえ 
はい  

はい  
生活保護を受けている 

世帯内に市民税を納めている方がいる 

老齢福祉年金を受給している 

80 万円以下 
80 万円超～120 万円以下 

120 万円超 

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が  
80 万円以下 

80 万円超 

本人が市民税を納めている  

本人の前年の合計所得金額が 
120 万円未満 

120 万円以上～190 万円未満  

190 万円以上～290 万円未満  

290 万円以上～500 万円未満  

500 万円以上  

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が  

第1段階

第1段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第 10 段階

いいえ  

            ⑨ 5 月 1 日は「門前市」の日です！            
  
毎月 1 日、笠間稲荷門前通り商店街では、「門前市」を開催しています。 

参加店では、「門前市」の日だけのサービスを行っています。たとえば… 
 

①「門前市」の日なら、いつもよりお得にお食事できます。 

松月庵：そばいなり 1 個 100 円（10 円引） 

きむらや：いなり寿司各種 1個 100 円（20 円引） 

二ツ木：くるみいなり 7個入を買うと、50 円引 
 
②小腹がすいたら、「門前市」でほっとひといき。 

中屋総本店：ふくふくまんじゅう箱詰め（5 個入）を買うと、1 個サービス 

絵馬：コーヒー＆ケーキセット 500 円（300 円引） 

吉田屋製菓：かりんとう饅頭箱詰めを買うと、1 個サービス 
 
③毎日のお買い物にも。 

塙化粧品（笠間市スタンプ会加盟店）：お買い物の方はスタンプ3倍、春の化粧品サンプルサービス
 
④お土産も門前通りにお任せ。 

まつや（荒物・民芸品）：全品一割引 

いしん（工芸品・洋服）：全品一割引 

ときわ（神棚・お宮）：全品一割引 

田丸屋（笠間焼・民芸品）：お買い物価格から 8％引 

ほんまや（古材仕立ての土産の店）：和風トートバック 500 円（100 円引） 
 

「門前市」とあわせて、稲田みかげ石の路面に生まれ変わった通りを、ぜひ歩いてみてください。

5月 1 日（金）は、笠間稲荷門前通りへぜひお越しください！ 
 

時間 午前 8時から各店の閉店時間まで 

場所 笠間稲荷門前通り（笠間稲荷神社に面する通り） 

問 ほんまや ℡ 0296-72-1335 


